
【鳴門市行政評価】 47女性子ども支援事業

◎基本情報

◎事業概要（PLAN)
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23年度実績

成果指標
対象にどのよ
うな効果が
あったか示す
指標

DV被害者等からの相談（電話での相談を
含む）へ対応・支援などをした件数

－3,080 3,658 －

110.8

4,000 件

2
出張ＤＶ防止講座や広報なるとでＤＶ防止
記事の掲載によるDV予防啓発回数

2014 回2015 18

23年度実績 24年度実績 単位

活動指標
実施した事業
の活動量を示
す指標

1
DV被害者等からの相談（電話での相
談を含む）件数

4,6003,086 3,658 3,600

25年度目標 26年度目標

◎実施結果（DO)

事業
実施
内容

24年度は目標を達成
するため、手段として
どのような活動を行っ
たのか

 ＤＶ被害者に子どもがいるケースが90％と高く，母子双方を同時に支援できる体制を整備するため，家庭児
童相談員2人に加え，子ども支援員を1名増員し対応した。相談案件で緊急性や危険を伴うものについては，
関係機関と連携し，警察や病院への通報や県こども女性相談センター及び民間シェルターに同行するなど
の対応を行った。「男女共同参画推進条例」の制定に向けた条例策定審議会を5回開催し，条例の策定に向
けた検討を行うとともに，この取り組みを契機として，H25.2.3に「男女参画社会づくり　ｉｎ　ＮＡＲＵＴＯ」シンポ
ジウムを開催した。近隣自治体へのＤＶ被害者支援事業の理解を得るための基礎データづくりや相談内容
及び支援内容を統計的に分析することで，効率的な相談対応・支援の充実につなげるため，各種項目での
集計・分析ができる「女性相談管理システム」を導入した。

事業実施手法

指標名 27年度目標

事業
目標

対象をどのような状態
にしたい(目指す)のか

 DV予防啓発を積極的に行うなどDV被害の発生を未然に防ぐとともに，顕在化した場合の早期
発見に努め，DV被害者等の相談受理から精神的・経済的自立に至るまでを女性子ども支援セン
ター「ぱぁとなー」を拠点としたワンストップ支援体制の中で支援することで，被害者等の精神的・
経済的自立を確立し，被害者等が安心・充実した市民生活を保障された環境をめざす。

成果
目標 3,600 件

事業目標の達成度合

指標名

DV被害者等からの相談（電話での相
談を含む）へ対応・支援などをした件数

4,600

施策 男女共同参画社会の実現

事業
対象

誰(何)を対象に
しているか

市内外のDV被害者等相談、支援、救済が必用な市民

終
期基本事業 3

事業
期間

3,300 4,000

年度13

27年度25年度24年度 26年度

開
始

単位

女性に対する暴力の防止・被害者支援の充実

ひとにやさしく健康で安らげるまち　なると

　　　(小項目) 男女共同参画

2,200

23年度

政策(中項目) 1

2

配偶者からの暴力の防止及び被害者の
保護に関する法律，鳴門パートナーシップ
プランⅡ（セカンド）ステージ基本政策(大項目) 2 ずっと笑顔で生きがい感じるまちづくり

総合計画体系 根拠法令
計画など

担当
部署

健康福祉部　人権推進課(室)

平成25年度事務事業評価シート

事務事業名 女性子ども支援事業

個人 世帯 団体 その他 内部管理

市実施 一部委託 委託 補助金 その他
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◎平成２５年の実施状況（DO')

◎項目別評価（CHECK)

◎今後の方向性(ACTION)

今後の
改革案

実施予定時期

どのように改革するのか

 板野郡内の藍住町を除く町に対し，当該町内でのDV被害者の存在と被害
者支援の必要性を理解していただき，ＤＶ被害者支援協定の締結を働きか
け，一時保護事業および女性のためのカウンセリング事業の一部負担やDV
被害者の自立支援の協力体制の構築を目指す。
 また，民間施設を活用したDV被害者の緊急一時保護施設を複数確保す
る。

課題

 藍住町とのＤＶ被害者支援協定や民間シェルターへの緊急一時保護事業委託，家庭児童相談員・子
ども支援員を配置した児童虐待との並行支援，フェミニストカウンセラーによるカウンセリングなどの取
り組みを進めているが，事業を展開するための財源と人員の確保が急務である。今後は，藍住町以外
の近隣市町村との支援協定を締結するとともに，DV被害者の緊急一時保護施設を複数確保するなど，
ソフト・ハード両面で徳島県北部のＤＶ被害者支援を担っていくよう拡大を図る必要がある。

今後の方向性 1.廃止 2.要改善 3.現状維持 4.拡充

事
務
事
業
の
評
価

↓「廃止」・「要改善」・「拡充」の場合は以下の欄に記入してください。

/10 ⑤ 効率性向上の余地はない。

2

③8
① 事業実施手法は適切である。

④ 受益者負担や補助金の割合に問題はない。

事業費を削減する余地はない。

作業手順の改善などによる人件費削減の余地はない。

理由等所見欄

3人の相談員は男
女共同参画政策も
担当し，業務量も
多い。ＤＶ被害者
支援業務も拡大す
る一方であり，人
的配置の拡充が
不可欠である。

③ 事業対象は適切である。

④ 成果目標が達成され、市民に具体的に説明できるような効果があがっている。

②

⑤ 現在の事業費で、事業の見直しによる成果向上の余地はない。

３.効率性の評価

/10

理由等所見欄

8
①

市民生活上の課題解決に貢献している。 近年，ＤＶ問題は社
会現象化しており，
市民にも認知され，
相談件数・人数増
加が著しく，高齢者
や障がい者虐待等
とも連携した被害者
支援業務の充実・
拡大が求められて
いる。

行政内部の管理上の課題解決に貢献している。

② 事業目標が達成できるような事業内容になっている。

２.有効性の評価

③ 税金で実施するにふさわしい事業で、市民への説明責任も果たせる。

④
市民の基本的な生活の維持・確保に必要不可欠な事業である。

行政内部の管理上必要不可欠な事業である。

/10 ⑤ 法令により実施することが義務づけられている事業である。

理由等所見欄

施策 男女共同参画社会の実現 の達成につながる事業である。

ＤＶ法でＤＶ相談セ
ンター設置とＤＶ防
止基本計画の策定
の努力義務が規定
され，本市の設置・
策定は四国におい
て先駆的である。ま
た内閣府も相談セ
ンターの新設増加
に取り組んでいる。

１.必要性の評価

現在の実施状況

【事務事業名：女性子ども支援事業】

①DV被害者女性に加え，その子どもへのワンストップ支援体制をさらに充実させるため，子ども支援員を引き続き1
名配置する。②フェミニストカウンセラーによる女性相談カウンセリングを前年度と同回数を確保し，質の高い相談
業務を維持する。③「男女共同参画推進条例」の制定に向けた検討を引き続き行い，今年度を目標に公布・制定す
る。④相談内容及び支援内容を統計的に分析することで、効率的な相談対応・支援の充実につなげる「女性相談
管理システム」を活用し，女性子ども支援センターでのDV被害者相談の受入・支援実績を集計するとともに近隣自
治体へ事業展開への理解を求めていく。⑤早期のDV防止啓発と男女共同参画への理解の重要性に鑑み，市内中
学校や高校の生徒，大学生を対象としたデートDV講座を実施する。⑥性同一性障がいに対する相談窓口を開設・
充実させ，性別をこえた各種支援体制の確立を目指す。

8

① 廃止した場合に支障が出る。

②


